
８：40～16：00（各会場とも同じ）

笠懸町 大間々町 東町
笠懸庁舎 ２階 第２会議室 大間々庁舎 ３階 大会議室 東支所 ２階 第１会議室

期日 対象・地域 期日 対象・地域 期日 対象・地域
２／ 26㊍

笠懸町第１・２区
２／ 16㊊ 大間々町第１～６区 ２／12㊍ 東町第１・２・５区

27㊎ 17㊋
大間々町第７～９区

13㊎ 東町第３・４区
３／ ㊐ 市内全地域 18㊌

※�例年、朝早い時間帯が特に混み
合います。できる限り他の時間
帯にお越しください。

※�３月１日㊐は、笠懸会場のみで
市内全地域が対象となります。
平日都合がつかない人はご利用
ください。

２㊊
笠懸町第３・４区

19㊍ 大間々町第10～12区
３㊋ 20㊎ 大間々町第13区
４㊌

笠懸町第５・６区
24㊋

大間々町第14～17区
５㊍ 25㊌
６㊎
９㊊

笠懸町第７・８区
10㊋
11㊌

笠懸町第９区
12㊍
13㊎

笠懸町第10区
16㊊

確定申告は、待ち時間なしのスマホ
申告やe-Tax（インターネット）を
ご利用ください。

税務課☎(76)0964

申告期間：２月12日㊍～３月16日㊊ （原則㊏㊐㊗は除く）

▌オンラインで申告予約ができます

　都合の良い日時で市県民税・所得税の申告が行えます
ので、ぜひオンライン予約をご利用ください。
※みどり市役所受付のものに限ります。
２月２日㊊ 12：00～予約日前日の23：59

▌市県民税の申告受付会場・日程

市公式LINEから申告予約

※今までと同様に予約なしでの申告も可能です

１

　右の２次元コードを読み取り、氏名・
電話番号・メールアドレス・会場・期日
を入力して申請してください。

予約フォームから申告予約

①�みどり市のLINEトーク画面から
「便利な機能」を選択

②�「オンライン予約」を選択
③��「確定申告・市県民税申告予約」
の「予約フォームへ行く」を選択

①②

市県民税・所得税の申告 市HP
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➡

はい ➡
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いいえ

➡

D

➡

➡

➡

➡

➡

いいえ

➡
➡ ➡ ➡➡

➡

スタート
令和８年１月１日現在、
みどり市に住民票がありましたか？

いいえ

所得税の確定申告が必要です。
所得税の確定申告書を提出すれば、市県民税の申告は不要です。確定
申告書第二表の「住民税・事業所税に関する事項」欄に該当する事
項・金額がある場合は、必ず記入してください。

市県民税の申告が必要です。 所得税が源泉徴収されていて、申告により所得税の還付を受けたい場
合は、所得税の確定申告が必要です（７ページをご覧ください）。

市県民税の申告が必要な場合が
あります。 所得・税金に関する証明書を取る場合は市県民税の申告が必要です。

所得税の確定申告および市県民税
の申告は必要ありません。

所得税が源泉徴収されていて、申告により所得税の還付を受ける場合
や年末調整・扶養親族等申告書で申告したもの以外の控除を受ける場
合は、確定申告が必要です。特に、年金所得の源泉徴収票に記載され
ていない、または年金特徴されていない保険料の控除を利用する場合
は申告が必要です。

いいえ

判
定
結
果

令和７年１～12月にどのような収入がありましたか？

収入なし・非課税所得のみ 主に給与 主に公的年金 給与・公的年金以外の収入

いいえ

はい

C

B

A

➡ はい いいえ

A ➡

➡ はい いいえ

A ➡
給与収入が

2,000万円を超える
公的年金収入が
400万円を超える

➡ はい ➡

CD

いいえ ➡ はい ➡

BA

いいえ

所得金額が所得税の
控除合計より大きい

勤務先は１カ所だけで
年末調整している（複数
を合算した場合も含む）

税法上、市内の親族の
扶養になっている

➡ はい いいえ

A ➡

合計収入が123万円以上

➡ はい ➡

BD
いいえ

➡ はい いいえ

B ➡

扶養や医療費などの
控除の追加がある

勤務先からみどり市に
「給与支払報告書」が
提出されている

➡

給与以外の
収入がある

はい

はい

➡ はい ➡

BA
いいえ

給与以外の所得が
20万円を超える

➡

公的年金以外の
収入がある

はい

➡ はい ➡

BA

いいえ

公的年金以外の所得が
20万円を超える

年金収入の合計額が次の
金額以下である

65歳以上→148万円
64歳未満→  98万円

➡ はい ➡

BA
いいえ

年金から所得税が
天引きされている

みどり市に市県民税の申告をする必要はありません。
令和８年１月１日に住んでいた市町村へ相談してくだ
さい。

　※このフローチャートは一般的な例を示しています。不明な点はお問い合わせください。

▌申告が必要かフローチャートで確認しましょう▌市県民税の申告　※フローチャートで B の人はご覧ください

３月16日㊊までに必ず申告
　申告しない場合、保育園入所や幼稚園補助
金、公営住宅の入居、事業資金融資などの申請
に必要な証明書などの発行ができません。ま
た、国民健康保険税や介護保険料なども適正に
算出されません。

次の場合は桐生税務署で申告　
　次の①～⑯に該当する場合は、桐生税務署で
申告してください。
　ただし、記入済みで完成している場合は、市
県民税の申告会場で申告書類を預かることがで
きます。
①�住宅借入金等特別控除の適用を受ける人
②�青色申告（営業所得・農業所得・不動産所
得）
③�分離課税の所得（株・土地・建物・先物取
引・上場株式の配当など）
④損益通算
⑤雑損控除の適用を受ける人
⑥海外居住者を扶養に取る場合
⑦過年度申告
⑧�準確定申告（納税者が死亡したとき）
⑨外国税控除
⑩繰越損失
⑪肉用牛
⑫山林所得
⑬修正・更正の申告
⑭贈与税
⑮消費税
⑯非居住者の国内源泉所得

利用者識別番号の取得
　市役所の申告会場で作成する所得税の確定申
告書は、従来の紙提出に代えて、税務署へeｰ
Taxを利用してデータ送信しています。
　eｰTaxを利用した場合、紙提出に比べて還付
金の早期受け取りが可能です。また、マイナン
バーカードを利用することで、送信した申告書
の閲覧がいつでも可能になり便利です。
　eｰTaxを利用するためには、eｰTax送信用の
利用者識別番号が必要となります。既に利用者
識別番号をお持ちの人は、申告会場へお越しい
ただく際に、利用者識別番号が分かる書類（税
務署から送付されたお知らせはがきなど）をお
持ちください。まだ利用者識別番号をお持ちで
ない人は、国税庁ホームページで事前に取得し
てから、市役所の申告会場へお越しください。

D

控除の追加がある

はい いいえ

個人住民税申告の電子化
　個人住民税申告は、令和8年度（令和7年
分）から電子申告が開始されます。
　詳しくは、ホームページでご確認ください。

「「利利用用者者識識別別番番号号」」のの事事前前取取得得ののおお願願いい  

 市役所の申告会場において作成する所得税の確定申告書は従来の紙紙提出に 

代えて、税務署へ e-Tax を利用したデデーータタ送信を行っています。 

 e-Tax を利用した場合、紙提出に比べて還付金の早期受け取りが可能です。ま

た、マイナンバーカードを利用することで、送信した申告書の閲覧がいつでも可

能になり、便利です。  

  e-Tax を利用するためには、e-Tax 送信用の「利用者識別番号」が必要となり

ます。既に「利用者識別番号」をお持ちの人は、申告会場へお越しいただく際に、

「利用者識別番号」が分かる書類（税務署から送付されたお知らせハガキ等）を

お持ちください。まだ、「利用者識別番号」をお持ちでない人は、スマホで下記

の二次元コードを読み取り、国税庁ホームページで事前に取得してから、市役所

の申告会場へお越しいただきますようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

国税庁 開始届出書 

※ 読み取りができない場合は、上記のように

検 索 し て く だ さ い 。

利用者識別番号の取得はこちらから

読み取れない場合は検索してください。

申告時に必要な物
◉必ず持参する物
◦来庁者の本人確認書類
◦��申告者のマイナンバーが分かる物（マイナン
バーカードや通知カードなど）

◉給与や公的年金をもらっている人
◦令和７年分源泉徴収票の原本
◉営業・農業・不動産などの事業所得がある人
◦�記載済みの収支内訳書
◉各種控除を受ける人
�◦�令和７年中に支払った生命保険料、個人年金
保険料、介護医療保険料、地震保険料などの
控除証明書

◦�令和７年中に支払った国民健康保険税、国民
年金保険料、小規模企業共済掛金の領収書ま
たは控除証明書

◦�記載済みの医療費控除の明細書、医療費のお
知らせ

◦�障害者手帳または認定書
◦寄付金受領証明書
◉所得税が還付される人
�◦�申告者名義の銀行口座が分かる物

国税庁　開始届出書
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